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大会マスコット 
「アップリート君」 



 

青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会 

第４回警備・消防専門委員会 次第 

 

日時：令和５年１１月１５日（水） 

 １０：３０～１１：３０ 

場所：青森県庁南棟２階中会議室 
 

１ 開会 

 

２ 委員の変更 

 

３ 報告事項 

（１）第８０回国民スポーツ大会の及び第２５回全国障害者スポーツ大会の開催地及び会期の

決定について             

（２）青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会の設置について   

（３）第８０回国民スポーツ大会準備経過 

（４）第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会及び青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実

行委員会決定事項 

（５）青の煌めきあおもり国スポ会場地市町村選定状況 

（６）青の煌めきあおもり国スポ警備・消防防災関係業務スケジュール 

（７）青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式会場等整備基本設計業務中間報告 

（８）視察概要（燃ゆる感動かごしま国体） 

 
４ 審議事項 

（１）青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等自主警備業務実施計画 

（２）青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等消防防災業務実施計画 

（３）青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等大規模災害・突発重大事案対策業務実

施計画 

 

５ 閉会 
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区　分 役　　職 委員 氏　　名 前任者 変更年月日

委員長 青森県消防長会会長 佐藤　芳之 （変更なし）

委員 青森地域広域事務組合消防本部警防課長 門間　誠 佐々木　和人 令和5年4月1日

副委員長 青森県警察本部警備部警備第二課長 須藤　泰浩 乙部　俊一 令和5年4月1日

委員 青森県警察本部生活安全部地域課長 藤田　陽一 菊池　智和 令和5年4月1日

委員 青森県教育委員会スポーツ健康課長 伊藤　明徳 （変更なし）

委員 青森県危機管理局防災危機管理課長 佐藤　広之 山上　良一 令和5年4月1日

委員 青森県危機管理局消防保安課長 気田　理一郎 熊沢　晋家 令和5年4月1日

委員 青森県健康福祉部障害福祉課長 櫻庭　仁明 （変更なし）

第４回警備・消防専門委員会　委員の変更
令和5年11月15日時点（順不同：敬称略）

消防

警察

県
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第８０回国民スポーツ大会及び第２５回全国障害者スポーツ大会の 

開催地及び会期の決定について 

 
 
令和５年７月２０日（木）に開催された（公財）日本スポーツ協会の理事会において、

第８０回国民スポーツ大会及び第２５回全国障害者スポーツ大会の開催地及び第８０

回国民スポーツ大会の会期が決定した。 
また、令和５年９月２０日には、第２５回全国障害者スポーツ大会の会期についても

決定した。 
 
 
○第８０回国民スポーツ大会 
開催地：青森県 
会 期：令和８年１０月１０日（土）～１０月２０日（火） 

 
 
○第２５回全国障害者スポーツ大会 
開催地：青森県 
会 期：令和８年１０月２３日（金）～１０月２６日（月） 

 

報告事項１ 
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会の設置について 

 

１ 趣旨 

令和５年７月２０日に（公財）日本スポーツ協会理事会において、第８０回国民スポー

ツ大会（以下「国スポ」という。）の本県での開催が正式決定したことから、同協会が定

める国民体育大会開催基準要項の規定に基づき、開催県として「実行委員会」を令和５年

８月３１日に設置したところである。 

なお、第２５回全国障害者スポーツ大会（以下「障スポ」という。）の本県での開催も

正式決定したことから、国スポ及び障スポの開催準備、運営を一体的に推進していくこと

としている。 

 

 

 

 

 

 

２ 実行委員会の概要 

（１）名称 

青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（令和５年８月３１日設置） 

 

（２）組織 

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会（以下「国スポ準備委員会」という。）

の総会、常任委員会、各専門委員会を引き継ぐとともに、「全国障害者スポーツ大会専

門委員会」を新たに設置した。 

 

（３）委員構成 

国スポ準備委員会委員に以下の団体等の代表者を追加し（国スポ準備委員会委員が所

属する団体と重複する団体は除く。）、計３４５名とした。 

・第２５回全国障害者スポーツ大会青森県準備委員会委員（11名） 

・国スポデモンストレーションスポーツ競技関係機関及び団体（30名） 

 

３ 会則等の改正 

組織名称を変更するとともに、第８０回国民スポーツ大会冬季大会及び第２５回全国障

害者スポーツ大会に関する事項を追加するため、国スポ準備委員会会則を改正した。 

また、国スポ準備委員会でこれまでに決定された方針、計画及び関係諸規定等について

は、「第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会」とあるものは「青の煌
きら

めきあおもり

国スポ・障スポ実行委員会」と読み替える旨を附則で規定し、実行委員会へ引き継ぐこと

とした。 

○国民体育大会開催基準要項 

２５ 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会 

(1) 開催県及び会場地市町村は、大会運営のためにそれぞれ実行委員会を設置する。 

報告事項２ 
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青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会　組織構成図

総　会（会長、副会長、委員、顧問、参与、監事）

　○開催基本方針の審議、決定
　○会則の制定及び改廃
　○事業計画・事業報告・予算・決算の審議、決定
　○常任委員会への審議委任
　○その他重要事項の審議、決定

常任委員会（委員長、副委員長、常任委員）

　○総会からの委任事項の審議、決定
　　（各基本方針や計画等の決定）
　○専門委員会の設置
　○専門委員会への付託事項等の審議、決定

H28設置 H28設置 H29設置 H29設置 R1設置

総
務
企
画
専
門
委
員
会

競
技
運
営
専
門
委
員
会

施
設
専
門
委
員
会

広
報
・
県
民
運
動
専
門
委
員
会

宿
泊
専
門
委
員
会

水
泳
（
飛
込
）
競
技
運
営
専
門
委
員
会

馬
術
競
技
運
営
専
門
委
員
会

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
専
門
委
員
会

R1設置

輸
送
・
交
通
専
門
委
員
会

式
典
専
門
委
員
会

医
事
･
衛
生
専
門
委
員
会

R5設置

専門委員会（委員長、副委員長、委員）

○常任委員会から付託又は委任された事項の調査、審議

R1設置 R2設置 R2設置 R2設置 R2設置

警
備
・
消
防
専
門
委
員
会

委任 報

告

委任

・

付託
報告

【参考】
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（令和４年８月９日以降）　

年 月 日 内 容

令和４年 ８月 ９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回警備・消防専門
委員会を開催

８月３１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回輸送・交通専門
委員会を開催

９月２日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回宿泊専門委員会
を開催

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回施設専門委員会
を開催

９月１６日 　第８０回国民スポーツ大会第５回市町村担当者会議を開催（オンラ
イン開催）

１０月　７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１０回広報・県民運
動専門委員会を開催（書面開催）

１０月１３日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回医事・衛生専門
委員会を開催

１１月　７日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１１回総務企画専門
委員会を開催

１１月１０日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回馬術競技運営専
門委員会を開催

１１月１４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１１回競技運営専門
委員会を開催（書面決議）

１２月　１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第３回水泳（飛込）競
技運営専門委員会を開催（書面開催）

１２月２１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１１回常任委員会を
開催

令和５年 １月１１日 　第８０回国民スポーツ大会第６回市町村担当者会議を開催（オンラ
イン開催）

１月１３日 　第８０回国民スポーツ大会第６回会場地市町村担当者会議・第５回
競技団体担当者会議を開催（オンライン開催）

１月２４日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回式典専門委員会
を開催

２月　３日 　第８０回国民スポーツ大会第７回会場地市町村担当者会議を開催
（オンライン開催）

４月　１日 　第８０回国民スポーツ大会及び第２５回全国障害者スポーツ大会の
開催に係る業務を一体的に行う県国スポ・障スポ局を新設（３課５１
名体制）

第 ８ ０ 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 準 備 経 過

報告事項３
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年 月 日 内 容

令和５年 ４月１８日
４月１９日

　公益財団法人日本スポーツ協会及びスポーツ庁による総合視察

４月２５日 　中央競技団体正規視察（ライフル射撃）

５月１９日 　第８０回国民スポーツ大会第８回会場地市町村担当者会議を開催
（オンライン開催）

５月３１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１１回広報・県民運
動専門委員会を開催

６月　５日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１２回総務企画専門
委員会を開催

６月２７日 　第８０回国民スポーツ大会第３回会場地市町村宿泊・輸送担当者会
議を開催

７月１９日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回競技運営担当者
会議（正式・特別競技）を開催

７月２０日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１回競技運営担当者
会議（公開競技・デモンストレーションスポーツ）を開催

７月２０日 　公益財団法人日本スポーツ協会理事会において、第８０回国民ス
ポーツ大会（冬季大会及び本大会）の開催地として決定

８月３１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１２回常任委員会を
開催

８月３１日 　第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第８回総会を開催

８月３１日 　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第１回総会を開催

９月　６日 　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第５回式典専門委員
会を開催

９月１９日 　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第１２回競技運営専
門委員会を開催

９月２１日 　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第１回会場地市町村
医療・衛生及び警備・消防担当者会議を開催

１１月８日 　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第６回施設専門委員
会を開催

１１月９日 　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第４回馬術競技運営
専門委員会を開催
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【参考】

国スポ・障スポ局機構図（令和5年4月1日現在）

国スポ・障スポ局　51名

総務企画課 競技式典課 施設調整課
２6名 13名 １0名

10名

総務企画課
課長 山口竜太

競技式典課
課長 齋藤桂一

宿
泊
・
輸
送
Ｇ

施
設
・
会
場
管
理
Ｇ

競
技
運
営
Ｇ

５名７名 ７名 7名5名 ４名

式
典
Ｇ

障
ス
ポ
Ｇ

広
報
・
県
民
運
動
Ｇ

総
務
企
画
Ｇ

国スポ・障スポ局
局長　石橋　豊

次長　小笠原 忠儀

課長代理山本高史

施設調整課
課長 松橋伸哉
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第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会及び 

青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会決定事項 

 

 

 第３回警備・消防専門委員会（令和４年８月９日）以降に開催した総会及び常任委員会

での決定事項は、下記のとおりである。 

 

記 

 

１ 準備委員会 第１１回常任委員会決定事項【令和４年１２月２１日開催】 

・第８０回国民スポーツ大会正式競技種別変更及び競技会場の変更 

・第８０回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ開催競技及び競技会場の 

変更 

・第８０回国民スポーツ大会総合開・閉会式会場整備基本計画 

 

２ 準備委員会 第１２回常任委員会決定事項【令和５年８月３１日開催】 

・第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画 

（第４次）改正 

・第８０回国民スポーツ大会正式競技会場の変更 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ募金・企業協賛推進要項 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ募金趣意書 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ募金謝意表明実施要領 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ募金箱設置要領 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ企業協賛事務取扱要領 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会専門委員会規程改正 

 

３ 準備委員会 第８回総会決定事項【令和５年８月３１日開催】 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和４年度事業報告 

・第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会令和４年度収支決算 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（仮称）の設置 

・総会から常任委員会への委任事項改正 

 

４ 実行委員会 第１回総会決定事項【令和５年８月３１日開催】 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会令和５年度事業計画 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会令和５年度収支予算 

・青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会役員の選任 

報告事項４ 
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R5.8.31現在

※今回変更あり：セル着色、太字ゴシック体

No 市町村名 種別 開催予定施設
全 種 別 カクヒログループアスレチックスタジアム

競泳 全 種 別
水球 少年男子・女子

ＡＳ 少年女子
ＯＷＳ 全 種 別 サンセットビーチあさむし特設会場

全 種 別 新青森県総合運動公園テニスコート
成年男子
少年男子

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 少年男女 サンセットビーチあさむし特設会場
成年男子
成年女子
少年女子
少年男子
全 種 別 新青森県総合運動公園テニスコート
全 種 別 (仮称）青森市アリーナ

青森県営野球場
ダイシンベースボールスタジアム

ライフル射撃 ＣＰ 成年男子 青森県警察学校射撃場
大進建設スポーツ広場ラグビー場
大進建設スポーツ広場多目的グラウンド

リード 全 種 別
ボルダー 全 種 別

全 種 別 新青森県総合運動公園投てき･アーチェリー場
女　　子 青森カントリー倶楽部
少年男子 東奥カントリークラブ
全 種 別 青森市特設トライアスロン会場

競技 全 種 別
少年男子
少年女子

トランポリン 全 種 別 青森県武道館
弘前市運動公園野球場
岩木山総合公園野球場

全 種 別 青森県武道館
50m 全 種 別
10m・ＡＰ 全 種 別
ＢＰ・ＢＲ 全 種 別 弘前克雪トレーニングセンター

全 種 別 青森県武道館
全 種 別 弘前クレー射撃場

硬式 ―
軟式 ―

プライフーズスタジアム
八戸市東運動公園陸上競技場
八戸市南郷陸上競技場

成年男子 八戸市東体育館
全 種 別 FLAT HACHINOHE

自転車 トラックレース 全 種 別 八戸自転車競技場
八戸市長根公園野球場
八戸市東運動公園野球場

ボウリング 全種別 ゆりの木ボウル

６人制 マエダアリーナ

ハンドボール
盛運輸アリーナ

マエダアリーナ

競技・種目名

1 青森市

陸上競技

水泳
（仮称）新青森県総合運動公園水泳場

テニス

バレーボール

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 盛運輸アリーナ

アーチェリー

ゴルフ

ソフトテニス
卓球

軟式野球 成年男子

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 15人制 少年男子

トライアスロン

弓道

ライフル射撃
弘前市運動公園運動広場特設ライフル射撃場

空手道

2 弘前市

体操
青森県武道館

新体操

ソフトボール 成年女子

クレー射撃
(特別)高等学
校野球

弘前市運動公園野球場

サッカー 少年男子

バスケットボール
レスリング

八戸市3

ソフトボール 成年男子

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ７人制
成年男子
女　　子

プライフーズスタジアム

　　　　青の煌めきあおもり国スポ会場地市町村選定状況（市町村別）

報告事項５
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No 市町村名 種別 開催予定施設
4 黒石市 全 種 別 スポカルイン黒石
5 五所川原市 バレーボール ６人制 成年女子 五所川原市民体育館

成年女子 十和田市高森山球技場
少年女子 十和田市高森山人工芝多目的グラウンド
少年男子 十和田市総合体育センター
全 種 別 十和田市屋内グラウンド
少年男子
少年女子
少年女子 三沢市国際交流スポーツセンター
成年男子 三沢市民運動広場野球場
少年女子 三沢市南山屋外運動場
全 種 別 三沢市国際交流スポーツセンター
全 種 別 むつ市大湊特設ローイング場
成年女子 むつマエダアリーナ
全 種 別 大平マリーナ
全 種 別 むつマエダアリーナ

バレーボール ６人制 少年女子 伊藤鉱業アリーナつがる
全 種 別 伊藤鉱業アリーナつがる

10 平川市 全 種 別 ひらかわドリームアリーナ
11 平内町 成年男子 夏泊ゴルフリンクス

スプリント 全 種 別 津軽白神湖特設カヌー競技場
スラローム 全 種 別
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 全 種 別

13 藤崎町 全 種 別 スポーツプラザ藤崎
14 野辺地町 少年男子 青森県立野辺地高等学校体育館
15 七戸町 全 種 別 （仮称）七戸町新体育館
16 六戸町 成年男子 六戸町総合運動公園野球場

東北町南総合運動公園ソフトボール場
東北町南総合運動公園野球場

成年男子
成年女子
成年男子 六ヶ所村大石総合運動公園第三球場

19 おいらせ町 成年男子 おいらせ町下田公園野球場
少年女子
成年女子

21 南部町 少年女子 ふるさと運動公園陸上競技場
22 階上町 自転車 ロードレース 全 種 別 階上町特設ロードレースコース
23 宮城県利府町 水泳 飛込 全 種 別 セントラルスポーツ宮城G21プール

馬場馬術 全 種 別
障害馬術 全 種 別

競技・種目名

7 三沢市

ホッケー

バドミントン

6 十和田市
サッカー

バスケットボール
相撲

8 むつ市

ローイング
バスケットボール
セーリング
フェンシング

青森県立三沢高等学校グラウンド

バスケットボール
軟式野球
ソフトボール
銃剣道

六ヶ所村内子内農山村広場多目的広場

軟式野球

ゴルフ

9 つがる市
柔道
ウエイトリフティング

目屋渓谷岩木川カヌー競技場

なぎなた

12 西目屋村 カヌー

五戸町ひばり野公園陸上競技場

サッカー

20 五戸町 サッカー

24 山梨県北杜市 馬術 山梨県馬術競技場

ハンドボール
剣道
軟式野球

17 東北町 ソフトボール

軟式野球

少年男子

18 六ヶ所村
ホッケー
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青の煌めきあおもり国スポ警備・消防防災関係業務スケジュール

令和2年度（2020） 令和3年度（2021） 令和4年度（2022） 令和５年度（2023） 令和６年度（2024） 令和７年度（2025） 令和８年度（2026）
ー 三重県 栃木県 鹿児島県 佐賀県 滋賀県 80青森県

６年前 ５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 開催年
■警備・消防防災基本方針 ■警備・消防防災基本計画

■警備・消防防災基本方針 ■警備・消防防災基本計画 ■市町村警備・消防防災業務推進
指針

■総合開・閉会式等各業務実施計
画

■総合開・閉会式警備計画書
　　（自主警備）（交通警備）
■総合開・閉会式会場防災計画書
■総合開・閉会式会場管理運営要
綱

（先催県視察結果等報告）

第１回専門委員会 第２回専門委員会 第３回専門委員会 第４回専門委員会 第５回専門委員会 第６回専門委員会

※先催県を参考に作成したものであり、今後、業務内容やスケジュールの変更もありうる。

・・・グレーのセルは別委員会又は市町村の業務

専門委員会開催

開催年
開催県
逆年

常任委員会審議事項

専門委員会審議事項

行幸啓（総務企画専門委員会）

警備

消防防災

大規模災害・突発重大事案対策

会場地市町村

警備・消防防災

基本方針策定

総合開・閉会式等警備計

画書【業務委託】

総合開・閉会式等防災計

画書【業務委託】

・火災等予防警戒の対策

や発生時の対応、避難経

路等の詳細。

総合開・閉会式会場管理

運営要綱【業務委託】

・総合開・閉会式会場への

入場者が遵守すべき事項。

自主警備・交

通警備業務

【業務委託】

警備・消

防防災本

部設置

業務マニュアル作成

【業務委託】

臨時消防防災組

織編成
（必要に応じて）

特別緊急災害対

策本部設置
（必要に応じて）

総合開・閉会式

等自主警備業務

実施計画策定

総合開・閉会式等

消防防災業務

実施計画策定

総合開・閉会式等大

規模災害・突発重大

事案対策業務実施計

画策定

警衛基本方針、日程調整等

警備、消防防災、大規模災害・突発重大事案

対策業務実施計画策定

自主警備業務

業務マニュアル作成

総合リハー

サル

（訓練）

・各業務（警備、消防防災、大

規模災害等対策）の趣旨、大

枠、体制確立について定める

もの。

警備・消防防災

基本計画策定

・各業務（警備、消防防災、

大規模災害等対策）の実施

に係る基本的事項について

定めるもの。

市町村警備・消防

防災業務

推進指針策定

・基本計画に基づき、市町

村が実施すべき業務の実施

計画を策定する上での基本

的事項について定めるもの。

・警備業務に係る人員、

スケジュール等の詳細。
・基本計画に基づき、

業務内容等について定

めるもの。

・基本計画に基づき、業務内

容等について定めるもの。

・基本計画に基づき、業務内

容等について定めるもの。

・計画書に基づき、実

施本部員が行う業務

についてのマニュア

ル。

・計画書に

基づき、警

備業務を行

う。

・実施計画

に基づき設

置され、警

備員ととも

に警備警戒

業務にあた

る。

・避難誘導

訓練を含む、

開・閉会式

における業

務のリハー

サルを行う。

報告事項６
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ 

開・閉会式等自主警備業務実施計画（案） 

 

第１章 総則 

 

(目的) 

第１条  この計画は、第 80 回国民スポーツ大会警備・消防防災基本計画に基づき、第 80 回 

国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」及び第 25回全国障害者スポーツ大会 

「青の煌めきあおもり障スポ」(以下「国スポ・障スポ」という。)に係る開・閉会式、 

開・閉会式リハーサル及び青の煌めきあおもり障スポ競技会(以下「開・閉会式等」とい 

う。)の開催に伴う自主警備体制及び活動要領について必要な事項を定めることにより、 

事件・事故等の未然防止及び発生時における速やかな事態の収拾を図り、選手・監督・役 

員・一般観覧者等(以下「国スポ・障スポ参加者」という。)の生命・身体・財産を保護す 

ることを目的とする。 

 

(実施機関) 

第２条  県が設置する国スポ・障スポの実施本部(以下「実施本部」という。)は、警察、消

防、県防災担当部局及び委託警備会社等(以下「自主警備関係機関」という。)の協力を得

て、自主警備業務を実施する。 

 

 

第２章 開・閉会式会場における活動 

 

(実施期日及び実施場所) 

第３条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 開催場所 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合開・閉会式リハーサル 
未 定 

【新青森県総合運動公園】 

・ 新青森県総合運動公園敷地内

及び周辺 

・ その他関係施設 

【荒天時】 

・ リンクステーションホール青

森 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合開会式 
2026 年 10 月 10 日(土) 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合閉会式 
2026 年 10 月 20 日(火) 

青の煌めきあおもり障スポ 

開・閉会式リハーサル 
未定 

青の煌めきあおもり障スポ 

開会式 
2026 年 10 月 23 日(金) 

青の煌めきあおもり障スポ 

閉会式 
2026 年 10 月 26 日(月) 

審議事項１ 
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事前警戒・警備 

2026 年９月下旬(予定) 

～ 10 月９日（金) 

2026 年 10 月下旬(予定) 

～ 10 月 22 日（木） 

 

(組織及び任務) 

第４条  実施本部は、自主警備業務に万全を期すため、警備、消防、防災等に関係する各班

の職員等で構成する「警備・消防防災本部」を設置する。また、警備・消防防災本部編成

表（別表）のとおり編成し、本部員及び警戒員（以下「本部員等」という。）に対して、

具体的な任務区分を付与し、責任の所在を明確にしておく。 

 

(関係機関との連携) 

第５条  警備・消防防災本部は、自主警備業務を円滑に実施するため、自主警備関係機関と 

緊密な連絡調整を行う。 

 

(平常時における活動) 

第６条  警備・消防防災本部は、自主警備関係機関及び実施本部各班と連携し、次のとおり

自主警備業務を行う。 

（１） 実施場所の把握 

効果的に自主警備活動を行い、迅速に現場へ急行できるよう、実地踏査により、 

開・閉会式会場の入退場経路などの状況、施設の規模、構造、収容能力、非常口、 

避難経路、避難場所等を把握する。 

（２） 事前警戒・警備 

ア  仮設物の転倒や損壊等の防止、会場内への侵入防止及び不審物件の発見等のた 

め事前の警戒・警備を行う。 

イ ドローン、カメラ内蔵型マルチコプター、ラジコンヘリコプター、その他遠隔 

 操作又は自動操作により飛行させることができる無人航空機（以下「ドローン 

等」という。）による犯罪行為や妨害行為を警察と連携して未然に防止する。 

ウ 警察と連携して来場者の滞留が予想される入場口付近の道路において、あらか 

じめ一般車両の通行を禁止する措置を講じるとともに、車両の突入を阻止する。 

（３） 交通誘導整理 

ア 国スポ・障スポ関係車両に対し、駐車許可証等確認場所において駐車許可証等 

の有無を確認する。なお、駐車許可証等を携帯していない車両については、許可 

の有無を確認の上、必要に応じて許可証の再発行を行う。 

イ 国スポ・障スポ関係車両に対し、「国スポ・障スポ関係車両駐車場（以下、

「指定駐車場」という。）への案内・誘導を行う。 

ウ 一般車両が指定駐車場へ進入することを防止する。また、通行規制を行う場合 

は、通行規制場所において迂回路の指示を行う。 

エ 交通渋滞及び交通事故の原因となる違法駐車車両を発見したときは、運転手に 

対して移動を要請する。要請に応じない場合又は運転手不在の場合は、警察へ対 

応を引き継ぐ。 

オ 歩行者の安全を確保するため、会場直近の交差点等において交通の誘導整理を 

行う。 

（４） 会場内外通行管理 

ア 来場者に対し、種別に応じた動線案内及び通行誘導を行う。 

イ 国スポ・障スポ参加者以外の一般通行者に対して、立入制限場所及び迂回路を 

案内する。 

ウ 会場内に物資・資器材等を搬入する車両及び人員を確認し、歩行者との接触事 

故を防止するための通路を確保する。 
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エ ＡＤカード（入場許可証）、入場券等の通行管理レベル識別証（以下「ＡＤカ

ード等」という。）に応じた通行の適否を確認するとともに、式典会場内の配席

区分に応じた入場券の案内・整理を行う。 

（５） 雑踏警備 

ア シャトルバス発着場、おもてなし広場、各入場口等、人の滞留や混雑が予想さ 

れる場所において、来場者の誘導を行うとともに、所要時間等を広報し、焦燥感 

の軽減を図る。 

イ 駆け足、押し合い等による転倒等の事故を防止するため、動線別の案内、誘導 

を行うとともに、階段、勾配等により転倒事故が予想される危険箇所について 

は、資器材を活用して注意喚起を行う。 

ウ  来場者が過密となり、事故等の発生のおそれがある場合は、来場者の分断、進 

入規制、迂回措置等、状況に応じた適切な措置を行う。 

（６） 会場入退場者管理 

ア  開・閉会式会場に入場管理エリアを設定し、ＡＤカード等を所持していない者 

の入場を禁止する。 

イ  入場管理エリア内に入場する来場者のＡＤカード等を確認するため、入場管理 

エリアの入口にＡＤカード等確認場所を設置する。本部員等は、ＡＤカード等の 

確認及び本人確認を行い、不正に入場しようとする者を排除する。 

ウ  式典会場の入口に金属探知器検査及び手荷物検査（以下「手荷物検査等」とい 

う。）を行うための入場口を設置する。本部員等は、手荷物検査等を行い、青の 

煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等会場管理運営要綱（以下「会場管理 

運営要綱」という。）で定める式典会場内に持ち込むことを禁止する物品（以下 

「持込禁止物」という。）の発見を行う。 

エ  持込禁止物を式典会場内に持ち込ませないため、持込禁止物一時預かり所及び 

飲料移し替え所（以下「一時預かり所等」という。）を設置する。本部員等は、 

一時預かり所等を適切に管理運営する。 

オ  式典会場における途中退場者に対して、再入場時に手荷物検査等を再度行うこ 

とを伝え、再入場するときには確実に手荷物検査等を行う。 

カ  式典会場の入場口において、入退場者数を時間毎に確認し、会場内の来場者を 

管理する。 

（７） 不審者、不審物件等に対する警戒 

ア  本部員等は、不審者、不審物件、不審車両、ドローン等を認知又は発見したと 

きは速やかに警備・消防防災本部に報告し、指示を受けた上で必要な対応を行 

う。 

イ  本部員等は、犯罪行為や妨害行為をしようとする者を認知又は発見したとき 

は、速やかに警備・消防防災本部に報告し、指示を受けた上で必要な対応を行 

う。 

（８） 迷子、遺失物等に対する対応 

本部員等は、迷子、遺失物及び拾得物を発見又は届出があったときは、速やかに 

警備・消防防災本部に報告するとともに、迷子・遺失物預かり所に引き継ぐものと 

する。 

（９） 禁止行為への対応 

本部員等は、会場管理運営要綱で定める開・閉会式会場内において禁止する行為 

     を行う者に対し、注意・警告等を行い、従わない場合は退場させる。 

 

(事件・事故発生時における活動) 

第７条 警備・消防防災本部は、事件・事故、妨害行為等（以下「事案等」という。）の発 

生情報を入手した場合は、事実確認に努めるとともに事態の早期鎮圧、被害の拡大防止を 

図るため、自主警備関係機関と協力し、次の活動を行う。 
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（１） 通報・連絡 

ア 本部員等は、事案等を認知又は発見したときは、警備・消防防災本部へ事案等 

の概要を報告する。 

イ 報告を受けた警備・消防防災本部は、直ちに本部員等を現場に派遣し、当該事 

案等の事実確認、状況把握を行うとともに、自主警備関係機関に通報・連絡を行 

う。 

（２） 初期対応 

ア 警備・消防防災本部は、次の初期対応を行う。 

（ア） 事案等の情報収集を行い、正確な状況把握に努め、事案等の内容に応じた 

的確な指示を現場に急行した本部員等に与えるとともに、状況に応じて自主警 

備関係機関への出動要請を行う。 

（イ） 事案等の状況により、本部員等に、自主警備関係機関が行う活動への支

援、周辺における雑踏整理等を指示し、現場における早期鎮圧、収拾に協力す

る。 

（ウ） 情報分析を的確に行い、事案等の拡大のおそれがある場合は、実施本部及 

び自主警備関係機関との連携を図りながら、事案等の拡大防止に必要な措置を 

講じる。 

イ 本部員等は、次の初期対応を行う。 

（ア） 国スポ・障スポ参加者の生命・身体を守ることを最優先に、二次被害が発 

生することのないよう安全性を確認した上で、被害者の救出・救助を行うと 

ともに、負傷者に対し必要な応急手当を行う。なお、不審物（液体を含む。） 

に対応する場合は、近づくことなく、来場者を安全な場所に誘導するととも 

に、自主警備関係機関に通報する。 

（イ） 可能な範囲で事案等関係者（加害者、被害者、行為者、目撃者等）の確保 

に努める。なお、確保が困難である場合は、事後対策のために事案等関係者 

の人相等の特徴及び事案等の概要を記録する。 

（ウ） 自主警備関係機関が行う現場活動に協力し、現場周辺の雑踏整理等を行 

う。 

（エ） 来場者の状況を注視し、現場への殺到、混乱など危険な兆候が見られる場 

合は、警備・消防防災本部へ報告するとともに、来場者への誘導や広報を行 

い、落ち着いた行動を呼びかける。 

（オ） 現場に通じる緊急車両の通行路を確保し、現場への誘導を行う。 

（カ） その他事案等の鎮圧、拡大防止等に必要な措置を行う。 

ウ 犯罪等予告に対する対応 

警備・消防防災本部は、犯罪、爆破等の予告など犯罪情報を入手した場合は、 

速やかに自主警備関係機関に通報するとともに、協力して対応する。この際、国 

スポ・障スポ参加者の混乱等防止に配慮する。 

 

(大規模災害・突発重大事案が発生した場合の対策) 

第８条 大規模災害・突発重大事案が発生した場合の対策は、別に定める。 

 

(記録) 

第９条 警備・消防防災本部は、自主警備活動状況の把握、発生した事案等の内容及び講じ

た措置等について、開・閉会式等自主警備業務記録(様式第１号)、事件・事故等発生状況

報告書(様式第２号)及び通信記録(様式第３号)により記録する。 

 

(通信連絡) 

第 10 条 警備・消防防災本部及び自主警備関係機関との通信連絡体制は、別に定める。 
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第３章 青の煌めきあおもり障スポの競技会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第 11 条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区分 実施期日 実施場所 

競技会場 

（練習会場含む） 

2026 年 10 月 22 日（木） 

～  10 月 26 日（月） 

（公式練習日含む） 

 

※実施本部等が必要と認 

める場合は、上記実施期 

日以外の事前警戒・警備 

に係る期間を含むものと 

する。 

 

【青森市】 

○カクヒログループアスレチックス

タジアム〔陸上競技（身・知〕 

○（仮称）新青森県総合運動公園水泳

場〔水泳（身・知）〕 

○新青森県総合運動公園投てき・アー

チェリー場〔アーチェリー（身）〕 

○（仮称）青森市アリーナ〔卓球（身・

知・精） 

○（仮称）青森市アリーナ又はアピオ

あおもり〔サウンドテーブルテニス

（身）〕 

【弘前市】 

○弘前市運動公園陸上競技場〔フライ

ングディスク（身・知）〕 

○青森県武道館〔ボッチャ（身）〕 

【八戸市】 

○プライフーズスタジアム・八戸市多

賀多目的運動場人工芝球技場〔サッ

カー（知）〕 

○八戸市新井田公園多目的広場〔フッ

トソフトボール（知）〕 

【五所川原市】 

○五所川原市民体育館〔バレーボール

（精）〕 

【つがる市】 

○伊藤鉱業アリーナつがる〔バレーボ

ール（知）〕 

【十和田市】 

○十和田市総合体育センター〔バレー

ボール（身）〕 

【三沢市】 

○三沢ボウル〔ボウリング（知）〕 

○三沢市国際交流スポーツセンター

〔車いすバスケットボール（身）〕 

【むつ市】 

○むつマエダアリーナ〔バスケットボ

ール（知）〕 

【東北町】 

○東北町南総合運動公園ソフトボー

ル場・野球場〔ソフトボール（知）〕 

【おいらせ町】 

○おいらせ町下田公園多目的グラウ

ンド〔グランドソフトボール（身）〕 
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※上記競技会場と異なる練習会場に

ついても，実施場所に含むものとす

る。また，実施本部等が必要と認め

る場合は，競技会場及び練習会場が

所在する付帯施設並びにその周辺

を含むものとする。 

 

（活動要領） 

第 12 条 自主警備体制及び活動要領は、第２章の規定を準用し、会場地市町と協議の上、協 

力して整備する。 

 

第４章 研修・訓練 

 

(研修・訓練の実施) 

第 13 条 実施本部は、開・閉会式等における自主警備業務を円滑に実施するため、関係する

本部員等に対し、実施期日前の適切な時期に、業務に関する研修及び事前訓練を実施する。 

 

(研修・訓練内容) 

第 14 条 自主警備に関する教育・訓練の内容は、次のとおりとする。 

（１） 開・閉会式等における自主警備に関すること。 

（２） 自主警備関係機関との連携に関すること。 

（３） 現地踏査などによる避難誘導、避難経路に関すること。 

（４） その他自主警備に係る必要な事項に関すること。 

 

第５章 雑則 

 

(委任) 

第 15 条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 
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別表（第４条関係） 

 

警備・消防防災本部編成表 

編成 任務区分 

本部長 ○ 開・閉会式等自主警備・消防防災業務の総括・管理 

○ 実施本部各部との連絡調整 

○ 自主警備・消防防災関係機関（※１）との連絡調整 

○ 臨時消防防災組織（※２）の指揮、運用 

○ その他重大な事案対応 
警備消防班長 

本部員・警戒員 

（※３) 

○ 警備・消防防災本部の運営 

○ 実施本部各部各班との調整 

○ 自主警備・消防防災関係機関との連絡調整 

○ 事案等情報収集 

○ 業務内容の記録 

○ 研修・訓練 

○ 自主警備業務 

・平常時における活動 

事前の会場状況把握、事前警戒・警備、交通誘導、入退場者 

管理整理、雑踏警備、不審者・不審物件等に対する警戒、迷 

子・遺失物等に対する対応、禁止行為への対応 

・事件事故等発生時における対応 

  通報連絡、初期対応、犯罪等予告に対する対応 

○ 消防防災業務 

・火気等使用予防管理 

  火気等使用場所の指定、火気等使用者・関係者への指導 

・平常時における活動 

  火災等の警戒、消火用設備の点検・確認、避難経路の確保 

・緊急車両の配備 

・火災等発生時における対応 

  通報連絡、初期対応、避難誘導、救急救助活動 

※１ 自主警備・消防防災関係機関とは、警察、消防、県危機管理担当部局、委託警備会社等をいう。 

※２ 臨時消防防災組織とは、消防防災業務実施計画に基づき、火災等が発生し、又は発生のおそれがある場合に

編成される組織をいう。 

※３ 「本部員」とは、県委員会事務局職員及び県職員をいう。「警戒員」とは、ボランティアスタッフ及び委託

警備会社業務員をいう。  
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様式第１号 （第９条関係） 

行 事 名 
国スポ事前警備 ･ 開・閉会式総合リハーサル ･ 総合開会式 ･ 総合閉会式 

障スポ事前警備 ･ 開・閉会式リハーサル・開会式 ・ 閉会式 ・ 競技（                ） 

実 施 日 時 2026 年   月   日 （  ）     時    分 ～     時    分 

記 録 者                  （当日勤務員の代表者が記名） 

事件・事故等 

発 生 内 容 

1 

発生日時      時     分    頃 

発生場所 
 

事案内容 

 

措  置 

 事件・事故等発生状況報告書作成  有  ・  無 
 （報告者：          警備区：                 ） 

2 

発生日時      時     分頃 

発生場所 
 

事案内容 

 

措  置 

 事件・事故等発生状況報告書作成  有  ・  無 
 （報告者：          警備区：                 ） 

3 

発生日時      時     分頃 

発生場所 
 

事案内容 

 

措  置 

 事件・事故等発生状況報告書作成  有  ・  無 
 （報告者：          警備区：                 ） 

備  考 

 

開・閉会式等自主警備業務記録
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受理 No.      
 

様式第２号 （第９条関係） 

 

 

※ 事案等関係者が３名以上いるなど記入欄が不足する場合は、備考欄又は別紙（様式自由）に記載して報告すること。 

※ 記載に当たっては、事案の推移、措置等の時系列を明らかにして報告すること。 

事案種別 雑踏事故  妨害事案  暴行事案  盗犯事案  その他（           ） 

認知日時 年     月     日 （  ）        時     分 

認知方法等 

【通報者】   実施本部員 ・ ボランティア ・ 参加者  

警備員 ・ 自主警備関係機関 （        ） 

【認知状況】  現認 ・ その他（ 口頭 ・ 有線 ・ 携帯 ・ 無線 ） 

発生日時 年     月     日 （  ）        時     分 

発生場所 
 

事案等の概要 

関係者 

人定事項 

（甲） 

住所 

職業 

氏名                  年齢      歳  （ 男 ・ 女 ） 

電話番号 

関係者 

人定事項 

（乙） 

住所 

職業 

氏名                  年齢     歳  （ 男 ・ 女 ） 

電話番号 

事案等概要 

 

被害金品等 
 

措  置 

 

現場臨場者 役職・氏名 

通報者 

人定事項 

住所 

職業 

氏名                  年齢     歳  （ 男 ・ 女 ） 

電話番号 

備  考 

 

報告年月日 

報告者 

年    月    日 

警備・消防防災本部       係          氏 名 

事件・事故等発生状況報告書
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通信記録 

                Ｎｏ．     

年   月   日（  ） 

時間 発信者 通信内容 受信者 

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    
 

様式第３号 （第９条関係） 
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ 

開・閉会式等消防防災業務実施計画（案） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、第 80 回国民スポーツ大会警備・消防防災基本計画に基づき、第 80 回国民

スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」及び第 25 回全国障害者スポーツ大会「青の煌めき

あおもり障スポ」（以下、「国スポ・障スポ」という。）に係る開・閉会式、開・閉会式リハ

ーサル、青の煌めきあおもり障スポ競技会（以下「開・閉会式等」という。）の開催に伴う消

防防災体制及び活動要領について必要な事項を定めることにより、火災その他の災害（以下

「火災等」という。）の未然防止及び発生時における迅速かつ的確な対応を図り、選手・監

督・役員・一般観覧者等の安全を確保することを目的とする。 

 

(諸規定との関係) 

第２条 開・閉会式等における消防防災業務は、消防法等関係規程や開・閉会式等関係施設の管

理者（以下「各施設管理者」という。）が定めた消防計画等によるもののほか、この計画の定

めによる。 

 

(実施機関) 

第３条 県が設置する国スポ・障スポの実施本部（以下「実施本部」という。）は、消防、警

察、県防災担当部局、医療機関、委託警備会社等（以下「消防防災関係機関」という。）及び

各施設管理者の協力を得て、消防防災業務を実施する。 

 

 

第２章 火災等予防管理 

 

(火気等使用予防管理) 

第４条 実施本部は、火災予防及び災害の発生による出火を防止するため、各施設管理者と協力

して火気等の使用に関して次の業務を行う。 

（１） 火気等の使用場所の指定 

火気設備機器等の使用場所は、各施設管理者と協議の上、指定する。 

（２） 各施設管理者の承認 

次に掲げる事項を行う場合は、あらかじめ各施設管理者に申し出て、承認を得るものと 

する。 

ア 各種火気設備機器等の設置又は変更 

イ 式典等における火気の使用 

ウ 催物施設整備での火気の使用 

エ 臨時売店における火気の使用 

オ その他火災等の予防上必要と認められる事項 

 

(遵守事項) 

第５条 実施本部は、火気等を使用する者に対し、次の事項について周知徹底を図る。 

（１） 電熱器、ガス器具等の火気設備器具は指定された場所で使用し、使用目的以外に使用し 

ないこと。 

（２） 火気の使用に際しては周辺の整理整頓に努め、近くに可燃物を置かないこと。 

（３） 火気の使用後は確実に火の始末を行い、火気設備器具は確実に点検を行って安全を確認

すること。 

（４） 火気の使用場所付近には、消火器を置くこと。 

審議事項２ 
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２ 国スポ・障スポに関係する全ての者は、防火設備、消防用設備等の機能を有効に保持する

ため、次の事項を遵守すること。 

（１） 出入口、避難口、通路、階段付近に避難上支障となる物品を置かないこと。 

（２） 防火戸付近に使用上支障となる物品又は延焼の媒介となる物品を置かないこと。 

（３） 消火器等の消防用設備等付近に使用上支障となるような物品を置かないこと。 

 

 

第３章 開・閉会式会場における活動 

 

(実施期日及び実施場所) 

第６条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 開催場所 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合開・閉会式リハーサル 
未 定 

【新青森県総合運動公園】 

・ 新青森県総合運動公園敷地内

及び周辺 

・ その他関係施設 

【荒天時】 

・ リンクステーションホール青

森 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合開会式 
2026 年 10 月 10 日(土) 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合閉会式 
2026 年 10 月 20 日(火) 

青の煌めきあおもり障スポ 

開・閉会式リハーサル 
未定 

青の煌めきあおもり障スポ 

開会式 
2026 年 10 月 23 日(金) 

青の煌めきあおもり障スポ 

閉会式 
2026 年 10 月 26 日(月) 

事前警戒・警備 

2026 年９月下旬(予定) 

～ 10 月９日（金) 

2026 年 10 月下旬(予定) 

～10 月 22 日（木） 

 

(組織及び任務) 

第７条 実施本部は、消防防災業務に万全を期すため、警備、消防、防災等に関係する各班の職

員等で構成する「警備・消防防災本部」を設置する。また、警備・消防防災本部編成表（別表

１）のとおり編成し、本部員及び警戒員（以下「本部員等」という。）に対して、具体的な任

務区分を付与し、責任の所在を明確にしておく。 

２ 火災等が発生し又は発生のおそれがある場合は、必要に応じて実施本部で緊急に組織する 

「臨時消防防災組織」（別表２）を編成する。 

 

(関係機関等との連携) 

第８条 警備・消防防災本部は、消防防災業務を円滑に実施するため、消防防災関係機関及び各

施設管理者と緊密な連絡調整を行う。 
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(平常時における活動) 

第９条 警備・消防防災本部は、消防防災関係機関、各施設管理者及び実施本部各班と連携し

て、次のとおり消防防災業務を行う。 

（１） 予防管理・点検 

ア 指定場所における火気等の使用状況 

イ 臨時売店等における防火安全管理状況 

ウ ゴミ箱、ゴミ集積所等における出火防止 

エ 出入口、避難口、通路及び階段付近における避難上支障となる物品の有無 

オ 防火戸付近に使用上支障となる物品及び延焼の媒介となる物品の有無 

カ 避難誘導灯、通路誘導灯等の点灯状況 

キ 自動火災報知設備の表示灯の点灯状況及び使用上支障となる物品の有無 

ク 消防水利の異常の有無及び採水上支障となる物品の有無 

ケ 消火器、消火栓の設置状況及び異常の有無並びに封印等の確認 

コ 変電設備の外的異常の有無及び周辺における可燃性物品の有無 

サ 屋外危険物貯蔵施設の外的異常の有無及び周辺における可燃性物品の有無 

シ 緊急車両進入路における通行支障物品の有無 

ス 避難場所の使用状況の確認 

セ 避難経路上における通行支障物品等の有無 

ソ その他必要な措置 

（２） 報告 

予防管理・点検の実施者は、予防管理・点検の結果を「予防管理・点検・措置結果報告 

書」（様式第１号）により警備・消防防災本部に報告する。 

（３） 是正・改善 

警備・消防防災本部は、予防管理・点検により、不備、欠陥、支障となる物品の存置、 

設備等の異常、不審物の発見等の報告があった場合は、実施本部各班及び消防防災関係機 

関に連絡を行うとともに、是正・改善を行う。 

 

（緊急車両の配備） 

第 10 条 警備・消防防災本部は、消防に対し、消防ポンプ自動車や救急自動車等の緊急車両の配

備を依頼する。配備する場所は、あらかじめ消防と協議の上、定める。 

 

(火災等発見時の措置) 

第 11 条 警備・消防防災本部は、火災等が発生した場合又は情報を入手した場合は、事実確認に

努めるとともに、被害の拡大防止を図るため、消防防災関係機関及び各施設管理者と協力し、

次の活動を行う。 

（１） 通報・連絡 

ア 火災等の情報又は発生の報告を受理したときは、その報告内容を「通信記録」（様 

式第２号）に記録するとともに、直ちに本部員等を現場に派遣し、事実確認を行う。 

イ 火災等の発生を確認した場合は、直ちに消防防災関係機関に通報連絡するととも 

に、「火災等発生状況報告書」（様式第３号）により火災等の内容を把握する。 

ウ 把握した火災等の状況に応じて、実施本部救護担当班、消防防災関係機関の出動要 

請等適切な初期対応を行う。 

（２） 初期対応 

ア 警備・消防防災本部は、次の初期対応を行う。 

（ア） 本部員等を現場に派遣し、消防防災関係機関による消火活動等への支援を行う 

とともに、必要に応じて臨時消防防災組織を編成し、運用する。 

（イ） 火災等の発生日時、場所、負傷者の有無、原因、発生規模、拡大の見通し、被害 

の程度、二次被害のおそれ等に関する情報を収集し、逐次、実施本部、消防防災関 

係機関等に通報・連絡を行う。 
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（ウ） 火災等の発生状況等について、実施本部に対する通報・連絡を徹底し、迅速かつ 

円滑な避難誘導が図れるように周知する。 

（エ） 火災等の発生場所以外における避難等の措置の判断に必要な情報の収集に努め 

る。 

イ 本部員等は、次の初期対応を行う。 

（ア） 消火器、消火栓設備等を活用し、受傷事故に留意しながら初期消火活動を行う。 

負傷者がいる場合は、救護活動を優先する。 

（イ） 現場に通じる消防車等の緊急車両通行路を確保し、現場への誘導を行う。 

（ウ） 現場周辺の雑踏整理を行う。 

（エ） 可能な範囲で火災等に係る目撃者、参考人等の確保に努める。 

（オ） 来場者の状況を注視し、現場への殺到、混乱など危険な兆候が見られる場合は、 

警備・消防防災本部へ報告するとともに、来場者への誘導や広報を行い、落ち着い 

た行動を呼びかける。 

（カ） その他火災等の鎮圧、拡大防止等に必要な措置を行う。 

（３） 避難誘導 

避難誘導を実施する場合は、消防防災関係機関との連携を図りながら、安全かつ迅速な 

避難誘導を行う。 

（４） 救急・救助活動 

負傷者の生命・身体を守ることを最優先とし、二次被害が発生することのないよう安全 

性を確認した上で、負傷者の救出・救助を行うとともに、消防防災関係機関や実施本部救 

護担当班の救護活動を支援する。 

 

(非常放送) 

第 12 条 火災等発生時における非常放送は、次のとおり定める。 

（１） 非常放送の対応 

実施本部は、火災等発生時の非常放送について、来場者の心理的不安を除去する放送内 

容に努め、放送範囲や放送時期について、あらかじめ各施設管理者と協議する。 

（２） 非常放送の実施 

実施本部は、火災等が発生し、必要があると認めたときは、非常放送を行う。 

 

(避難場所) 

第 13 条 避難場所は、関係機関と調整の上、決定する。 

 

(大規模災害・突発重大事案が発生した場合の措置) 

第 14 条 大規模災害・突発重大事案が発生した場合の対策は、別に定める。 

 

(通信連絡) 

第 15 条 警備・消防防災本部と消防防災関係機関等との通信連絡体制は、別に定める。 

 

 

第４章 青の煌めきあおもり障スポの競技会場における活動 

 

（実施期日及び実施場所） 

第 16 条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区分 実施期日 実施場所 

競技会場 

（練習会場含む） 

2026 年 10 月 22 日（木） 

～  10 月 26 日（月） 

（公式練習日含む） 

【青森市】 

○カクヒログループアスレチックス

タジアム〔陸上競技（身・知〕 
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※実施本部等が必要と認 

める場合は、上記実施期 

日以外の事前警戒・警備 

に係る期間を含むものと 

する。 

○（仮称）新青森県総合運動公園水泳

場〔水泳（身・知）〕 

○新青森県総合運動公園投てき・アー

チェリー場〔アーチェリー（身）〕 

○（仮称）青森市アリーナ〔卓球（身・

知・精）〕 

○（仮称）青森市アリーナ又はアピオ

あおもり〔サウンドテーブルテニス

（身）〕 

【弘前市】 

○弘前市運動公園陸上競技場〔フライ

ングディスク（身・知）〕 

○青森県武道館〔ボッチャ（身）〕 

【八戸市】 

○プライフーズスタジアム・八戸市多

賀多目的運動場人工芝球技場〔サッ

カー（知）〕 

○八戸市新井田公園多目的広場〔フッ

トソフトボール（知）〕 

【五所川原市】 

○五所川原市民体育館〔バレーボール

（精）〕 

【つがる市】 

○伊藤鉱業アリーナつがる〔バレーボ

ール（知）〕 

【十和田市】 

○十和田市総合体育センター〔バレー

ボール（身）〕 

【三沢市】 

○三沢ボウル〔ボウリング（知）〕 

○三沢市国際交流スポーツセンター

〔車いすバスケットボール（身）〕 

【むつ市】 

○むつマエダアリーナ〔バスケットボ

ール（知）〕 

【東北町】 

○東北町南総合運動公園ソフトボー

ル場・野球場〔ソフトボール（知）〕 

【おいらせ町】 

○おいらせ町下田公園多目的グラウ

ンド〔グランドソフトボール（身）〕 

 

※上記競技会場と異なる練習会場に

ついても，実施場所に含むものとす

る。また，実施本部等が必要と認め

る場合は，競技会場及び練習会場が

所在する付帯施設並びにその周辺

を含むものとする。 
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（活動要領） 

第 17 条 消防防災体制及び活動要領は、第３章の規定を準用し、会場地市町と協議の上、協力し

て整備する。 

 

 

第５章 研修・訓練 

 

(研修・訓練の実施) 

第 18 条 実施本部は、開・閉会式等における消防防災業務を円滑に実施するため、関係する本 

部員等に対し、実施期日前の適切な時期に、業務に関する研修及び事前訓練を実施する。 

 

（研修・訓練内容） 

第 19 条 消防防災業務に関する研修・訓練の内容は、次のとおりとする。 

（１） 開・閉会式等における消防防災業務に関すること。 

（２） 警備・消防防災本部及び臨時消防防災組織に係る業務内容の周知徹底に関すること。 

（３） 火災等の情報収集、伝達及び通報に関すること。 

（４） 初期消火、救出救護、避難誘導に関すること。 

（５） 通信機器の取扱いに関すること。 

（６） その他消防防災業務に係る必要な事項に関すること。 

 

 

第６章 雑則 

 

(委任) 

第 20 条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については、実施本部長が別に定める。 
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別表 1（第７条関係） 

警備・消防防災本部編成表 

編成 任務区分 

本部長 ○ 開・閉会式等自主警備・消防防災業務の総括・管理 

○ 実施本部各部との連絡調整 

○ 自主警備・消防防災関係機関（※１）との連絡調整 

○ 臨時消防防災組織（※２）の指揮、運用 

○ その他重大な事案対応 
警備消防班長 

本部員・警戒員 

 

○ 警備・消防防災本部の運営 

○ 実施本部各部各班との調整 

○ 自主警備・消防防災関係機関との連絡調整 

○ 事案等情報収集 

○ 業務内容の記録 

○ 研修・訓練 

○ 自主警備業務 

・平常時における活動 

事前の会場状況把握、事前警戒・警備、交通誘導、入退場 

者管理整理、雑踏警備、不審者・不審物件等に対する警 

戒、迷子・遺失物等に対する対応、禁止行為への対応 

・事件事故等発生時における対応 

 通報連絡、初期対応、犯罪等予告に対する対応 

○ 消防防災業務 

・火気等使用予防管理 

 火気等使用場所の指定、火気等使用者・関係者への指導 

・平常時における活動 

 火災等の警戒、消火用設備の点検・確認、避難経路の確保 

・緊急車両の配備 

・火災等発生時における対応 

 通報連絡、初期対応、避難誘導、救急救助活動 
 

※１ 自主警備・消防防災関係機関とは、警察、消防、県危機管理担当部局、委託警備会社等をいう。 

※２ 臨時消防防災組織とは、消防防災業務実施計画に基づき、火災等が発生し、又は発生のおそれがある場

合に編成される組織をいう。 

※３ 「本部員」とは、県委員会事務局職員及び県職員をいう。「警戒員」とは、ボランティアスタッフ及び委

託警備会社業務員をいう。  
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別表２（第７条関係） 

臨時消防防災組織編成表 

対策本部長 

対策副本部長 

班編制 業務内容 

指揮総括班 

○ 臨時消防防災組織の指揮、運用、総括 

○ 火災等の情報分析、被害予測 

○ 避難指示 

○ 被害状況、応急措置等の記録 

情報班 

○ 火災等の情報収集 

○ 会場施設の被害情報収集 

○ 来場者等の被害・動向に関する情報収集 

連絡調整班 

 

○ 日本スポーツ協会、文部科学省等への報告・連絡 

○ 実施本部各部、県危機管理部局、警察、消防、委託警備会社等との連絡 

調整 

○ 実施本部各部各班内の実施本部員、ボランティア等への連絡調整 

 

応急対策班 
○ 会場施設の被害状況の確認 

○ 火災の初期消火、その他災害の応急措置 

避難誘導班 

○ 避難場所への誘導 

○ 残留者の確認 

○ 各施設等の保安管理 

避難場所 

確保班 

○ 避難場所の確保 

○ 避難者の確認・整理 

○ 避難者に対する情報提供等 

○ 二次避難場所への誘導 

○ 避難者の救援物資等の調整（関係市町村等との連絡） 

救護班 
○ 負傷者の救急・救助活動 

○ 負傷者の搬送 

広報班 
○ 非常放送 

○ 広報・報道対策 

交通班 
○ 緊急車両の通行路の確保と安全対策 

○ 周辺における交通情報の収集 

各班共通 
○ 状況に応じた初期対応の実施及び他班の支援 

○ その他特命事項の処理 
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様式第１号（第９条関係）                  受理 No.        

                               

予防管理 ・ 点検 ・ 措置結果報告書 

実施日時      年   月   日 (  )   時   分 ～   時   分 

実施者 

(報告者) 
□(  )班 (     )係 氏 名 

報告時間 

時   分 

点検項目 

□ 指定場所における火気等の使用状況 

□ 臨時売店等における防火安全管理状況 

□ ゴミ箱、ゴミ収積所等における出火防止 

□ 出入口、避難口、通路及び階段付近における避難上支障となる物品の有無 

□ 防火戸付近に使用上支障となる物品及び延焼の媒介となる物品の有無 

□ 避難誘導灯、通路誘導灯等の点灯状況 

□ 自動火災報知設備の表示灯の点灯状況及び使用上支障となる物品の有無 

□ 消防水利の異常の有無及び探水上支障となる物品の有無 

□ 消火器、消火栓の設置状況及び異常の有無並びに封印等の確認 

□ 変電設備の外的異常の有無及び周辺における可燃性物品の有無 

□ 屋外危険物貯蔵施設の外的異常の有無及び周辺における可燃性物品の有無 

□ 緊急車両進入路における通行支障物品の有無 

□ 避難場所の使用状況の確認 

□ 避難経路上における通行支障物品等の有無 

□ その他（                         ） 

点検結果 

【異常の有無】     有  ・    無 

【異常個所】 
 

 

【措置内容】 

備考 

報告受理時間             時     分 報告受理者  

消防防災関係機関への 通報  有 ・ 無 通 報 先  

【現場における措置結果】 

 

 

【警備・消防防災本部の措置等】 

 

 

※ 緊急対処事案等の発生及び認知時においては、警備消防本部宛に最寄りの通信手段により

速報すること。   
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様式第２号 （第１１条関係） 

通信記録 

                                  Ｎｏ．           

年   月   日（  ） 

時間 発信者 通信内容 受信者 

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    
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様式第３号（第１１条関係）                受理№      

 

火災等発生状況報告書 

認知日時 年    月    日(   )       時    分 

認知状況等 

【認知状況】  現認 ・ 認知 ( 口頭 ・ 有線 ・ 無線 ) 

【通報者等人定事項】 

  ※住所、氏名、年齢、連絡先(電話番号)を最低限記載(聴取) 

火災等の概要 

発生日時 年   月   日(  ）   午前・午後   時    分頃 

発生場所 
 

被害種別  火災 ・ その他

(                                           

被害状況 

 

〔二次災害の有無〕  

負傷者等 

(人定別紙) 

 ・負傷者(有 ・ 無) 名 (男性     人 ・ 女性     人) 

 ・負傷程度 

被害物品等 

 ・被害物品 (有 ・ 無) 

 

 ・被害程度・範囲 

備考 
 

措置 

 ・負傷者の搬送= 有 ・ 無 

  搬送先病院名等を記載

（                                 ）                            

 ・消防防災関係機関への連絡= 有 ・ 無 

  警察、消防、自衛消防組織、医療機関等を記載： 

 ・出動人員    名 〔内訳 実施本部員   名、自衛消防組織   

名、消防人員   名〕 

 ・消防車    台  ・ 放水の有無 ＝ 有 ・ 無 

 ・その他 

現場臨場者   (役職・氏名) 他    名 

報告年月日 

報告者 

年    月    日(   ) 

警備・消防防災本部         係  氏 名 

※ 負傷者の人定事項については、備考欄又は別紙（様式自由）に記載添付する。 
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ 

開・閉会式等大規模災害・突発重大事案対策業務実施計画（案） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この計画は、第 80 回国民スポーツ大会警備・消防防災基本計画に基づき、第 80 回国民

スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」及び第 25 回全国障害者スポーツ大会「青の煌めき

あおもり障スポ」（以下「国スポ・障スポ」という。）に係る開・閉会式、開・閉会式リハー

サル及び青の煌めきあおもり障スポ競技会（以下「開・閉会式等」という。）の開催時におい

て、大規模災害・突発重大事案（以下「大規模災害等」という。）が発生した場合における県

が設置する実施本部（以下「実施本部」という。）の活動体制及び活動要領について必要な事

項を定めることにより、迅速かつ的確な応急対策を図り、選手・監督・役員・一般観覧者等(以

下「国スポ・障スポ参加者」という。)の安全を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この計画における用語の定義は、次に定めるところによる。 

（１） 大規模災害 

大規模な地震、暴風、豪雨、洪水その他の異常な自然現象又は火災等で、死傷者の発生 

又は施設の損壊を伴い、若しくはそのおそれがあり、特別な体制で対処する必要がある事 

案をいう。 

（２） 突発重大事案 

爆発事故、雑踏事故、爆薬や毒劇物等を用いたテロ等の突発的な事案であって、死傷者 

等を伴い社会的反響の大きい事案又は死傷者等を伴うおそれがあり大きな社会的反響が予 

想される事案で、特別な体制で対処する必要がある事案をいう。 

 

 

第２章 開・閉会式会場における対策 

 

（実施期日及び実施場所） 

第３条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区 分 実施期日 開催場所 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合開・閉会式リハーサル 
未 定 

【新青森県総合運動公園】 

・ 新青森県総合運動公園敷地内

及び周辺 

・ その他関係施設 

【荒天時】 

・ リンクステーションホール青

森 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合開会式 
2026 年 10 月 10 日(土) 

青の煌めきあおもり国スポ 

総合閉会式 
2026 年 10 月 20 日(火) 

青の煌めきあおもり障スポ 

開・閉会式リハーサル 
未定 

青の煌めきあおもり障スポ 

開会式 
2026 年 10 月 23 日(金) 

審議事項３ 
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青の煌めきあおもり障スポ 

閉会式 
2026 年 10 月 26 日(月) 

事前警戒・警備 

2026 年９月下旬(予定) 

～ 10 月９日（金) 

2026 年 10 月下旬(予定) 

～10 月 22 日（木） 

 

（警戒措置） 

第４条 警備・消防防災本部は、大規模災害等の発生のおそれがある場合、実施本部各班と連携 

して次の警戒措置を行う。 

（１） 大規模災害等に関する情報の収集 

（２） 交通機関の運行及び道路交通状況の情報収集 

（３） 避難経路の確認及び避難場所の確保 

（４） 仮設物の安全確認、転倒・落下防止措置及び障害物の点検・除去 

（５） 大規模災害等対応の指揮、避難場所等の周知 

（６） 火気の使用中止及び機器等の運転の安全確認 

（７） 県・関係市町災害対策本部（未設置の場合の連絡担当課（係）等を含む。）、消防、警 

察、委託警備会社等への連絡、連携の確保 

（８） その他必要な警戒措置 

 

（大規模災害等発生時の措置） 

第５条 実施本部は、大規模災害等の発生時において、次に定める一時的な応急対策を行う。 

（１） 応急対策に必要な体制の確立 

（２） 事案の概要、被害状況の把握及び交通情報の収集 

（３） 救急・救助活動 

（４） 国スポ・障スポ参加者（災害時要配慮者を含む。）の安全確保及び避難誘導 

（５） 緊急車両の誘導及び通行路の確保 

（６） 残留者対策、関連会場内保安対策等の会場管理業務 

（７） 医療機関等の救急活動に対する協力支援 

（８） 県・関係市町災害対策本部、消防、警察、委託警備会社等との密接な連携及び情報共有 

（９） 通信手段の確保と災害時通信体制の確立 

（10） その他必要な措置 

 

（特別緊急災害等対策本部の設置） 

第６条 実施本部長は、大規模災害等が発生し又はそのおそれがあり、応急対策を実施するため 

に、特に必要があるときは、別表のとおり「特別緊急災害等対策本部」（以下「特別緊急本

部」という。）を編成する。 

２ 特別緊急本部設置時の連絡・通信体制は、別に定める。 

 

（県防災組織との関係） 

第７条 実施本部は、大規模災害等の発生又はそのおそれがあり、県が地域防災計画や各部局の 

各種危機事案対応マニュアル等に基づき、県災害対策本部、各種危機事案対策本部等を設置し

た場合においては、各対策本部等との緊密な連絡体制を構築し、連携協力する。 

 

（避難場所） 

第８条 避難場所は、関係機関及び関係自治体（広域避難を含む。）と調整の上、決定する。 
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第３章 青の煌めきあおもり障スポの競技会場における対策 

 

（実施期日及び実施場所） 

第９条 実施期日及び実施場所は、次のとおりとする。 

区分 実施期日 実施場所 

競技会場 

（練習会場含む） 

2026 年 10 月 22 日（木） 

～  10 月 26 日（月） 

（公式練習日含む） 

 

※実施本部等が必要と認 

める場合は、上記実施期 

日以外の事前警戒・警備 

に係る期間を含むものと 

する。 

【青森市】 

○カクヒログループアスレチックス

タジアム〔陸上競技（身・知〕 

○（仮称）新青森県総合運動公園水泳

場〔水泳（身・知）〕 

○新青森県総合運動公園投てき・アー

チェリー場〔アーチェリー（身）〕 

○（仮称）青森市アリーナ〔卓球（身・

知・精）〕 

○（仮称）青森市アリーナ又はアピオ

あおもり〔サウンドテーブルテニス

（身）〕 

【弘前市】 

○弘前市運動公園陸上競技場〔フライ

ングディスク（身・知）〕 

○青森県武道館〔ボッチャ（身）〕 

【八戸市】 

○プライフーズスタジアム・八戸市多

賀多目的運動場人工芝球技場〔サッ

カー（知）〕 

○八戸市新井田公園多目的広場〔フッ

トソフトボール（知）〕 

【五所川原市】 

○五所川原市民体育館〔バレーボール

（精）〕 

【つがる市】 

○伊藤鉱業アリーナつがる〔バレーボ

ール（知）〕 

【十和田市】 

○十和田市総合体育センター〔バレー

ボール（身）〕 

【三沢市】 

○三沢ボウル〔ボウリング（知）〕 

○三沢市国際交流スポーツセンター

〔車いすバスケットボール（身）〕 

【むつ市】 

○むつマエダアリーナ〔バスケットボ

ール（知）〕 

【東北町】 

○東北町南総合運動公園ソフトボー

ル場・野球場〔ソフトボール（知）〕 

【おいらせ町】 

○おいらせ町下田公園多目的グラウ
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ンド〔グランドソフトボール（身）〕 

 

※上記競技会場と異なる練習会場に

ついても，実施場所に含むものとす

る。また，実施本部等が必要と認め

る場合は，競技会場及び練習会場が

所在する付帯施設並びにその周辺

を含むものとする。 

 

（活動要領） 

第 10 条 活動体制及び活動要領については、第２章の規定を準用し、必要な対策を講じる。 

 

 

第４章 研修・訓練 

 

（研修・訓練の実施） 

第 11 条 実施本部は、大規模災害等発生時における諸活動を円滑に実施するため、関係する実施 

本部員等に対し、実施期日前の適切な時期に、業務に関する研修及び事前訓練を実施する。 

 

（研修・訓練内容） 

第 12 条 大規模災害等対策業務に関する研修・訓練の内容は、次のとおりとする。 

（１） 特別緊急本部の組織編成に関すること。 

（２） 本実施計画の周知及び大規模災害等対策に必要な知識に関すること。 

（３） 大規模災害等情報の収集、伝達及び通信要領に関すること。 

（４） 救出救護、避難誘導及び広報活動に関すること。 

（５） その他大規模災害等対策に係る必要な事項に関すること。 

 

 

第５章 雑則 

 

（準用） 

第 13 条 大規模災害等対策の実施に必要がある場合は、別に定める消防防災業務実施計画の規定

を準用する。 

 

（委任） 

第 14 条 この計画に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 
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別表（第６条関係） 

特別緊急災害等対策本部編成表 

対策本部長 

対策副本部長 

班編成 業務内容 

指揮総括班 

○ 対策本部の指揮、運用、総括 

○ 大規模災害等の情報分析、被害予測 

○ 避難指示 

○ 被害状況、応急措置等の記録 

情報班 

○ 大規模災害等の情報収集 

○ 会場施設の被害情報収集 

○ 来場者等の被害・動向に関する情報収集 

連絡調整班 

○ 災害時通信体制の確立 

○ 日本スポーツ協会、文部科学省等への報告・連絡 

○ 実施本部各部、県危機管理部局、警察、消防、委託警備会社等との連

絡調整 

○ 実施本部各部各班内の実施本部員、ボランティア等への連絡調整 

応急対策班 
○ 会場施設の被害状況の確認 

○ 火災の初期消火、その他災害の応急措置 

避難誘導班 

○ 避難場所への誘導 

○ 残留者の確認 

○ 各施設等の保安管理 

避難場所 

確保班 

○ 避難場所の確保 

○ 避難者の確認・整理 

○ 避難者に対する情報提供等 

○ 二次避難場所への誘導 

○ 避難者の救援物資等の調整（関係市町村等との連絡） 

救護班 
○ 負傷者の救急・救助活動 

○ 負傷者の搬送 

広報班 
○ 非常放送 

○ 広報・報道対策 

交通班 
○ 緊急車両の通行路の確保と安全対策 

○ 周辺における交通情報の収集 

各班共通 
○ 状況に応じた初期対応の実施及び他班の支援 

○ その他特命事項の処理 
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